
【ObyF オーバイエッフェ】 パートナーサロン 製品お取扱に関する同意書

お申し込み前に以下の条項をご確認頂き、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

第1 条（取引基本内容）

＜オーバイエッフェ（以下ObyF）＞製品お取扱サロン（以下「パートナーサロン」）は、取扱製品の種別により区分され、取扱申請、および株式会社マッシュビューティーラボ（以下「発売元」）による登録認定を終了後、製品を配送致します。パート
ナーサロンは導入製品を当該サロンにおいて継続的に販売するものとし、無断で製品の取扱を中止することは出来ません。

第2 条（流通に関する制限）

パートナーサロンは登録されたサロン以外で＜ObyF＞製品の販売を行うことが出来ません。他サロンヘの卸販売、一般小売店や問屋などへの卸販売は固く禁じます。パートナーサロンのウェブサイトでの販売については、発売元の許可なく行うことが出来ません。

第 3 条（送料規定）

製品の送料規定については、代理店との契約内容に準じます。

第4 条（検品および返品）

パートナーサロンは購入製品の納品後 10 日間以内に、製品の検品を行い、製品の不良や、発注内容と異なる製品が納品されている場合にはすみやかに代理店へ連絡するものとし、

代理店は、製品の返品および交換対応をするものとします。なお、パートナーサロンの誤発注の場合や、不良が発見された場合でも納品後 10日間以内に発売元への連絡がない場合には返品交換は受けかねますのでご注意下さい。

第 5 条（知的財産権の帰属）

発売元より提供された＜ObyF＞のブランドロゴ、製品画像、商標および文章などの知的財産の所有権は発売元に帰属するものとします。知的財産の改変行為（色や形の変更など）は固く禁じます。また、パートナーサロンのウェブサイトや広告物においてプランドロゴ、商品写真、文章な
どを使用、公開、印刷する場合には、事前に発売元の確認および許 可 を 得 る こ と と し ま す 。＜ObyF ＞ の ウ ェ ブ サ イ ト や 印 刷 物 か ら 画 像 な ど を 無断で複 製 し 使 用 す る こ と を 禁 じ ま す 。

第6 条（販売商品に関する制限）

パートナーサロンにおけるスタッフセール、 トライアル品、キャンペーン商品を小売販売することを禁じます。

第 7 条（取引継続審査）

パートナーサロンヘの製品導入後、発売元は半年ごとにパートナーサロンの仕入条件や販売状況、実績の確認を行い、取引継続についての審査を行うものとします。

第 8 条（登録取り消し）

本同意書に記載された禁止事項が発覚した場合には、パートナーサロン登録の抹消および製品の出荷を停止します。なおその際は在庫の返品をすることは出来ません。

上記内容に同意致します。 年 月 日

■住所：〒

■会社名/店舗名：

■代表者名：

■帳合代理店名：

■代理店支店名：

■担当者名：印 印




